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教育資⾦として⽀出

⼤学院
⼊学資⾦

⼝座（⼦・孫名義）親・祖⽗⺟

⼤学
⼊学資⾦

契約終了

※１ 受贈者が①23歳未満である場合、 ②学校等に在学中の場合、 ③教育訓練給付⾦の⽀給対象となる教育訓練を受講している場合には、加算の対象外。
ただし、贈与者に係る相続税の課税価格の合計が５億円を超える場合は、受贈者の年齢等に関わらず加算

※２ ⑴30歳に達した⽇（学校等に在学・教育訓練を受講中の場合を除く）、⑵30歳に達した⽇後に年間で学校等に在学・教育訓練を受講した⽇がなかった年の年末、⑶40歳に達
した⽇、⑷信託財産等が零になった場合において教育資⾦管理契約を終了させる旨の合意に基づき終了する⽇、のいずれか早い⽇

※３ 23歳以上の受贈者については、①学校等に⽀払われる費⽤、 ②学校等に関連する費⽤、③教育訓練給付⾦の⽀給対象となる教育訓練の受講費⽤に限定。
（参考）令和４年3⽉末時点の信託の利⽤実績 契約件数︓25万2,090件、信託財産設定額︓約1兆8,814億円

教育費の範囲
⼊学⾦、授業料、塾、習い事など※３

（⾦融機関が領収書等をチェック）

30歳到達時など※２

教育資⾦を
⼀括拠出

⾮課税

◯ 概 要︓親・祖⽗⺟（贈与者）が、⾦融機関（信託銀⾏・銀⾏等・証券会社）の⼦・孫（受贈者）名義の専⽤⼝座
に教育資⾦を⼀括して拠出した場合には、1,500万円まで⾮課税とする。

◯ 適 ⽤ 期 間︓平成25年４⽉１⽇〜令和８年３⽉31⽇
◯ 受 贈 者︓⼦・孫（０歳〜29歳、合計所得⾦額1,000万円以下）

◯ 贈与者死亡時︓死亡時の残⾼を相続財産に加算※１

◯ 契約終了時︓残⾼に対して、贈与税を課税
※２


